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 事 件 番 号      令和６年(行ケ)第１００７３号 

○ 発明の名称を「細胞傷害誘導治療剤」とする発明にかかる特許について、進歩性欠

如に係る認定・判断の誤りの取消事由が認められるとして、審決が取り消された事例 

（事件類型） 審決（無効・不成立）取消   （結論）審決取消し 

（関連条文） 特許法２９条１項３号、２項、３６条４項１号、６項１号 

（関連する権利番号等）特許第６２７８５９８号 

（審決）   無効２０２２－８０００２７号 

 

判  決  要  旨  

１  本件は、発明の名称を「細胞傷害誘導治療剤」とする発明にかかる被告の特許（特許

第６２７８５９８号）の無効審判請求を不成立とした審決（本件審決）の取消訴訟であ

る。争点（取消事由）は、①甲２発明に基づく新規性・進歩性の欠如、②甲１０発明に

基づく新規性・進歩性の欠如、③サポート要件違反、④実施可能要件違反である。なお、

本件の関連事件（令和６年（行ケ）第１００７４号事件。本判決と同日言渡し）があり、

本件と当事者が同じで、本件特許の類似特許についての無効が問題となっており、争点

もほぼ同様である。  

２ 本判決は、概略、以下のとおり判示し、取消事由②のうちの進歩性欠如の主張を認め、

本件審決を取り消した。  

(1) 取消事由②のうちの新規性欠如の主張について 

ア 本件審決が認定した本件訂正発明と甲１０発明との相違点３及び４のうち、相違

点３（Ｆｃ領域の２６５位のアスパラギン酸がアラニンに変異しているかについて

の相違）については、甲第１０号証の段落【０７４４】には、エフェクター機能を

排除するか又は低減することが望ましい場合に「ある種の他のＦｃ領域」が用いら

れ得ることが記載されているのみであり、この「ある種の他のＦｃ領域」が具体的

にいかなるものであるかは明らかにされていないから、仮に、Ｆｃγ受容体結合親

和性を低下させ、エフェクター機能を低下させるものの１つとして、Ｆｃ領域にお

けるＤ２６５Ａ変異が周知技術又は技術常識であったとしても、この「ある種の他

のＦｃ領域」として、特定の変異であるＤ２６５Ａ変異が記載されているとか、記

載されているに等しいとかまでいうことはできない。 

よって、本件審決が認定した相違点３は認められる。 

イ 次に、相違点４（本件訂正発明１では、「該変異しているＦｃ領域を構成する二

つのポリペプチドの配列が互いに異なる配列を有する」のに対し、甲１０発明では、

上記のような特定がされていない点）については、甲１０発明の請求項１９５の記
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載や甲第１０号証の記載、特に実施例１１に関する記載からすると、甲第１０号証

には、「抗ＦｃＲＨ５アームと、ＣＤ３といったＴ細胞受容体分子と結合するアー

ムとが組合された、ヒト化抗体である、全長抗体の空洞への隆起二重特異性抗体」

という発明が記載されていると認められ、甲１０発明の「空洞への隆起」「抗体」

は、本件訂正発明１の「Ｆｃ領域を構成する二つのポリペプチドの配列が互いに異

なる配列を有する」「ポリペプチド会合体」に相当し、本件審決が認定した相違点

４は、相違点とはいえない。 

ウ そうすると、相違点４は認められないから、本件審決には甲１０発明の認定並び

に本件訂正発明１と甲１０発明の一致点及び相違点の認定を誤ったものであるとい

えるが、相違点３が認められるから、本件訂正発明１は、少なくとも相違点３にお

いて甲１０発明と異なる。よって、本件訂正発明１が甲第１０号証に記載されたも

のでない（新規性が認められる。）とした本件審決の判断に誤りはない。 

(2) 取消事由②のうちの進歩性欠如の主張について 

甲１０発明の二重特異性抗体は、１つ以上のＦｃエフェクター機能を欠き、Ｆｃエ

フェクター機能が必要とされない抗体を主として含むものと認められ、甲第１０号証

の段落【０７４４】に、抗体のエフェクター機能を低減するために修飾されたＦｃ領

域を用いることも記載されている。そして、抗体におけるＦｃエフェクター機能を低

減させる手段としては、大腸菌で発現させることのほか、Ｆｃ領域にＦｃγ受容体と

の結合親和性を低下させるアミノ酸変異を導入することが、本件優先日当時の当業者

にとって周知慣用の手段であって技術常識であったといえ、Ｆｃγ受容体との結合親

和性を低下させＦｃエフェクター機能を低減させるアミノ酸変異として、Ｄ２６５Ａ

変異も、本件優先日当時の当業者に周知であり技術常識であったと認められる。 

そうすると、エフェクター機能を必要としない甲１０発明の二重特異性抗体におい

て、上記技術常識に基づいて、Ｆｃ領域にＤ２６５Ａ変異を導入することは、当業者

が容易に想到し得ることであると認められる。本件訂正発明１は、甲１０発明及び本

件優先日当時の技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたもので

あり、特許法２９条２項により特許を受けることができない発明であると認められる。 
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